
選挙クイズ解答

1213 広報あづみの　2021. 5.19 2021. 5.19　広報あづみの

５
月
上
旬
に
納
税
通
知
書
を
発

送
し
ま
し
た
。
納
期
限
ま
で
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

他
軽
自
動
車
税
（
特
別
割
）
を
納

め
た
際
に
お
渡
し
す
る
「
納
税

証
明
書
」
は
、
車
検
を
受
け
る

と
き
に
必
要
で
す
の
で
、
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
口
座

振
替
で
納
め
た
人
に
は
、
６
月

中
旬
に
「
納
税
証
明
書
」
を
送

付
し
ま
す
。

問
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

税
務
課
諸
税
係
4
71
・
２
４
８
４

自
動
車
税
（
種
別
割
）

中
信
県
税
事
務
所
4
40
・
１
９
０
５

６
１
７
４
３

ID

令
和
３
年
度
（
令
和
２
年
中
の

所
得
）
の
所
得
証
明
書
は
、
令
和

３
年
1
月
1
日
に
市
内
に
住
所
を

有
し
、
市
県
民
税
の
申
告
な
ど
が

あ
る
場
合
に
発
行
さ
れ
ま
す
。
所

得
証
明
書
が
必
要
な
場
合
は
、
税

務
課
ま
た
は
各
支
所
地
域
課
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

発
行
開
始
日　
６
月
７
日
（
月
）

「
児
童
手
当
現
況
届
」、「
子
育

て
応
援
手
当
申
請
書
」
を
６
月
１

日
以
降
に
支
給
対
象
と
な
る
見
込

み
の
人
へ
送
付
し
ま
す
。
受
給
に

は
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。
期
限

ま
で
に
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
よ

り
、
郵
送
で
の
提
出
を
お
願
い
ま

す
。

児
童
手
当
現
況
届

提
出
期
限　
６
月
30
日
（
水
）

提
出
書
類　
現
況
届（
添
付
書
類

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
）

※
公
務
員
は
職
場
か
ら
支
給
さ
れ

ま
す
。
新
た
に
公
務
員
に
な
っ

た
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

子
育
て
応
援
手
当
申
請
書

提
出
期
限　
６
月
30
日
（
水
）

提
出
書
類　
申
請
書

交
付
手
数
料　
１
通
３
０
０
円

持
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運

転
免
許
証
な
ど
）

※
本
人
お
よ
び
同
一
世
帯
の
親
族

以
外
の
人
（
同
居
で
あ
っ
て
も

住
民
登
録
上
の
世
帯
が
異
な
る

場
合
を
含
む
）
が
申
請
す
る
場

合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

※
確
定
申
告
を
し
た
時
期
に
よ
っ

て
は
、
所
得
証
明
書
に
申
告
内

容
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問
税
務
課
諸
税
係

　

4
71
・
２
４
８
４

３
６
９
７
６

ID

公
正
で
適
正
な
課
税
を
行
う
た

め
、
航
空
写
真
と
家
屋
課
税
台
帳

と
の
照
合
を
行
い
ま
す
。
増
築
や

未
調
査
に
よ
って
課
税
漏
れ
等
が
な

い
よ
う
調
査
し
ま
す
の
で
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
方
法

▽「
固
定
資
産
評
価
補
助
員
証
」

を
携
帯
し
、所
属・氏
名
を
記
載

し
た
名
札
を
着
用
し
た
市
税
務

課
職
員
が
巡
回
・
調
査
し
ま
す
。

▽
家
屋
課
税
台
帳
と
家
屋
の
現

況
を
、
図
面
な
ど
の
資
料
を
も

と
に
外
観
か
ら
照
合
し
、
確
認

し
ま
す
。
公
道
か
ら
確
認
で
き

な
い
場
合
は
、
敷
地
内
に
立
ち

入
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ

支
給
額　

対
象
児
童
１
人
に
つ

き
月
額
３
０
０
０
円

支
給
時
期　
書
類
審
査
終
了
後
、

10
月
と
３
月
に
該
当
月
分
を
支

給
し
ま
す
。

対
市
内
に
住
所
を
有
し
、
次
の
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
児
童
を
養

育
す
る
人

①
小
学
校
就
学
前
で
あ
る
こ
と

②
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、

保
育
所
（
認
可
外
保
育
所
を
含

む
）、
そ
の
他
児
童
福
祉
施
設

等
を
利
用
し
て
い
な
い
こ
と

③
第
２
子
以
降
で
あ
る
こ
と

（
同
一
の
保
護
者
等
に
養
育
さ

れ
る
18
歳
以
下
の
児
童
が
、
対

象
児
童
の
上
に
１
人
以
上
い
る

こ
と
）

問
子
ど
も
支
援
課
児
童
担
当

　
4
71
・
２
２
５
５

　
児
童
手
当

６
１
６
０
６

ID

　
子
育
て
応
援
手
当

３
６
７
８
９

ID

り
ま
す
。

他
調
査
の
結
果
、
改
め
て
家
屋
内

部
の
調
査
が
必
要
と
な
る
場
合

は
、
事
前
に
通
知
し
、
調
査
し

ま
す
。

問
税
務
課
家
屋
担
当

　

4
71
・
２
４
８
２

６
１
０
１
４

ID

松
く
い
虫
被
害
か
ら
守
る
た

め
、
農
薬
の
空
中
散
布
を
実
施
し

ま
す
。

日
６
月
24
日
（
木
）

　
午
前
４
時
30
分
～
５
時

※
天
候
不
順
等
に
よ
り
日
程
が
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

場
明
科
潮
沢
地
区
５
ha
（
岩
州
公

園
尾
根
沿
い
）

他
長
野
県
防
除
実
施
基
準
に
基
づ

き
、安
全
を
確
保
し
、細
心
の
注

意
を
払
っ
て
行
い
ま
す
。
ご
理

解
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
耕
地
林
務
課
林
務
担
当

　

4
71
・
２
４
３
２

６
１
９
７
６

ID

ホ
テ
ル
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
安
曇
野
の

シ
ェ
フ
に
よ
る
料
理
教
室

日
６
月
９
日
（
水
）

認
定
農
業
者
の
後
継
者
が
就
農

し
た
際
に
、
支
援
金
を
交
付
し
ま

す
。

対
人
・
農
地
プ
ラ
ン
に
位
置
付
け

ら
れ
た
認
定
農
業
者
の
子
・
孫

ま
た
は
そ
の
配
偶
者
で
、年
齢・

就
農
日
数
等
の
要
件
を
満
た
す

者
内
年
額
20
万
円
（
最
長
５
年
）

※
支
援
金
対
象
者
へ
の
機
械
等
整

備
支
援
事
業
も
あ
り
ま
す
。

申
６
月
23
日
（
水
）
ま
で
に
農
政

課
へ
。
要
件
を
確
認
後
、
申
請

書
類
を
送
付
し
ま
す
。

他
親
元
以
外
の
新
規
就
農
者
支
援

に
つ
い
て
も
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
農
政
課
農
村
振
興
担
当

　

4
71
・
２
４
２
９

６
３
１
４
２

ID

　
午
前
10
時
～
午
後
１
時

費
２
５
０
０
円　
定
10
人（
先
着
順
）

料
理
教
室　

柏
餅
と
山
菜
の
煮
物

日
６
月
23
日
（
水
）

　
午
前
10
時
～
正
午

費
１
５
０
０
円　
定
10
人（
先
着
順
）

【
共
通
事
項
】

場
え
べ
や　
講
え
べ
や
組
合
員
ほ
か

対
市
内
在
住
者（
子
ど
も
同
伴
可
）

申
５
月
25
日（
火
）か
ら「
え
べ
や
」

へ
電
話
で
（
4
88
・
６
２
７
５　

受
付
は
月
曜
日
を
除
く
午
前
９

時
か
ら
正
午
。
キ
ャ
ン
セ
ル
は

２
日
前
ま
で
）

問
農
政
課
農
村
振
興
担
当

4
71
・
２
４
３
０

６
３
７
３
３

ID

中
止
と
な
っ
た
玉
ね
ぎ
祭
り
の

参
加
予
定
団
体
が
玉
ね
ぎ
を
販
売

し
ま
す
。

豊
科・穂
高・三
郷・
堀
金
の
全

16
団
体
が
販
売
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
感
染
防
止
対
策
を
行
い
な
が

ら
、
収
穫
体
験
が
で
き
る
場
所
も

あ
り
ま
す
。
詳
細
は
市
Ｈホ

ー
ム
ペ
ー
ジＰ

、
ま

た
は
市
役
所
・
各
支
所
に
あ
る
案

内
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
６
月
12
日
（
土
）・
13
日
（
日
）

　
午
前
８
時
～
午
後
４
時

価
格　
２
０
０
０
円
／
20
㌕

問
農
政
課
生
産
振
興
担
当

4
71
・
２
４
２
８

７
６
７
９
４

ID

住宅用火災警報器の点検を！
ご自宅に設置されている、住宅用火災警報器を点検したことはありますか？
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知

しなくなることがあるため、10年を目安に交換することが推奨されています。
いざという時に確実に作動するよう、設置年月日を確認するとともに、本体の作

動点検をしましょう。点検の方法は、本体のボタンを押すか、付属のヒモを引いてく
ださい。警報音が鳴らない場合は、電池切れか故障しているかもしれません。

設置から10年以上経過している場合や、点検を行っても反応しない場合は、早めに交換しましょう。
問お近くの消防署

農
林

税
金

手
当
・
補
助

有
人
ヘ
リ
に
よ
る

松
く
い
虫
防
除
薬
剤
空
中
散
布

軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税
の

納
期
は
５
月
31
日
で
す

令
和
３
年
度

所
得
証
明
書
の
発
行

未
評
価
家
屋
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

玉
ね
ぎ
の
直
売
を
行
い
ま
す

子
ど
も
の
た
め
の
２
つ
の
手
当

親
元
就
農
者
へ
の
支
援
金

安
曇
野
あ
か
し
な
農
産
物

加
工
交
流
ひ
ろ
ば「
え
べ
や
」

防災用品購入補助金のご案内
大規模災害時には、物流の混乱等により食料品の調達に３日以上、ライフラインの復旧には 10 日以上要する場

合があります。市では各家庭の災害時の備えの拡充を図るため、補助金を交付しています。予算に限りがあります
ので、お早めに申請してください。
対市内に住所を有し、市税等の滞納がない世帯。申請は同一世帯につき年度内１回限り。

対象品目
（１） 市防災ラジオ（緊急告知機能付き防災ラジオ）　（2）水
（３） 非常食（賞味期限 1 年以上）　（4）乳児用飲食物　　
（５） 防災セット（既製品）　（6）非常持出用袋（既製品）
（７） モバイルバッテリー等の充電器、発電機、蓄電池
（８） 懐中電灯、ランタン、ろうそく　（9）マッチ、ライター
（10） 携帯ラジオ　（11）乾電池（充電式電池含む）
（12） ヘルメット、防災頭巾　（13）簡易トイレ、携帯用トイレ
（14） 寝袋、エアマット　（15）エマージェンシーシート
（16） カセットコンロ　（17）ガスボンベ　
（18） ウォータータンク　（19）ブルーシート　（20）土のう袋
（21） 電気を使わないストーブ　　
（22） 地震対策用品（家具転倒防止器具、ガラス飛散防止フィルム等）
（23） 消火器

補助率と上限額

申請方法
防災用品を購入した年度内に、提
出書類を危機管理課、または各支
所地域課に提出してください（郵
送も可）。申請書類等は同課窓口ま
たは市ＨＰから入手できます。
問危機管理課危機管理担当471・2119 00077ID

対象世帯 購入品目 補助率 上限額

一般世帯 市防災ラジオ 購入金額の
３分の１ 5,000 円防災用品

避難行動要支援者
名簿登録要件該当者

市防災ラジオ 購入金額の
３分の２

10,000 円
防災用品 購入金額の

３分の１

広報あづみの３月号（３月 24 日発行）
で掲載した選挙クイズの解答をお知らせ
します。成績優秀者には記念品を郵送し
ます。

問選挙管理委員会事務局 471・2031
市長と市議会議員の選挙、投票日は？
10 月 17日（任期前の 30日間のう
ちに行われます）

書き誤った投票用紙の訂正方法は？ 
二重線を引く（書き間違えた方は誤
りなのだと、はっきりさせるために
訂正することができます）

ポスター掲示場は市内全部でいくつ？
453 箇所（区内に２～ 14箇所、平
均約5.5箇所に設置しています）

立候補予定者が地元のお祭りに寄附
していいですか？
いけません（選挙区内の人に寄附する
ことは、罰則を持って禁止されます）

選挙に立候補する手続きにお金はか
かる？
一時金を預ける（供託金という制度
があり、選挙後に戻ってきます。た
だし、得票数がとても少ないと没収
されてしまいます）
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